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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第740号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 保安林の所在場所

鹿児島市西佐多町2926番４，2935番１，2960番１，3669番１

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び鹿児
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島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第741号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 解除に係る保安林の所在場所

鹿児島市上谷口町2217番１（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び鹿児島市役所

に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第742号

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により，農林水産大臣から次のとおり保安林

の指定を解除する予定である旨の通知があった。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 解除予定保安林の所在場所

摩川内市永利町字向原1509番１（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び摩川内市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第743号

令和２年７月３日からの大雨による災害に関し，同月４日から垂水市，摩川内市，いちき

串木野市及び大崎町の区域に災害救助法（昭和22年法律第118号）に基づく救助を実施するこ

ととした。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第744号

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により，国土地理院長から次のとおり

基本測量を実施する旨の通知があった。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 基本測量（成果不整合地域における基準点改測）

２ 作業の期間 令和２年９月10日から令和３年２月25日まで

３ 作業の地域 指宿市

鹿児島県告示第745号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により，

徳之島事務所長から令和元年８月23日鹿児島県告示第308号で告示した公共測量の実施は，令

和２年３月18日終了した旨の通知があった。
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令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第746号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により，

徳之島事務所長から令和元年８月23日鹿児島県告示第309号で告示した公共測量の実施は，令

和２年３月18日終了した旨の通知があった。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第747号

平成８年７月５日鹿児島県告示第1083号（政府調達に関する苦情の処理手続）の一部を次の

ように改正し，令和２年８月11日から施行する。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

１中「改正された協定」の次に「，経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協

定」を加える。

10中「平成26年１月24日総務省告示第11号（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令第３条第１項に規定する総務大臣の定める区分及び総務大臣の定める額

を定める件）」を「政令第３条第１項に規定する総務大臣の定める区分に応じ総務大臣の定め

る額」に改める。

鹿児島県告示第748号

鹿児島県政府調達苦情検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定めた。

令和２年８月11日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県政府調達苦情検討委員会設置要綱の一部を改正する要綱

鹿児島県政府調達苦情検討委員会設置要綱（平成８年鹿児島県告示第1084号）の一部を次の

ように改正する。

第１条中「改正された協定」の次に「，経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協

定」を加える。

第２条に次の１項を加える。

６ 委員は，次のいずれかに該当する場合を除いては，在任中，その意に反して罷免されるこ

とがない。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 委員会により，心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき，又は職務上

の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

附 則

この要綱は，令和２年８月11日から施行する。

熊毛支庁告示第４号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

令和２年８月11日

熊毛支庁長 谷口浩一

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類
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就労支援センタ 熊毛郡中種子町 社会福祉法人暁 熊毛郡中種子町 橋口 勝 令 和 ２ 年 就 労 移 行

ーあかつき工房 増田3842番地２ 星会 野間6584番地１ ８月31日 支 援

ケアホーム星原 熊毛郡中種子町 社会福祉法人暁 熊毛郡中種子町 橋口 勝 令 和 ２ 年 共 同 生 活

納官6130番地 星会 野間6584番地１ ８月31日 援 助

監査委員公表第９号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第５項の規定により実施した令和２年度の随時

監査の結果について，同条第９項の規定により次のとおり公表する。

令和２年８月11日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

第１ 監査の概要

１ 監査の対象

令和２年４月１日から監査実施日までの期間における財務に関する事務の執行

２ 監査の実施

令和元年度に実施した定期監査の結果，更に監査を行う必要があると認められる１機関

について実施した。

なお，監査事項及び実施日は次のとおりである。

機 関 名 監 査 事 項 実施日

教育委員会

市来農芸高等学校 １ 生産物等の処分及び売買代金の収納事務処理 令和２年

の状況 ７月６日

２ 支出負担行為，支出命令の状況（その他需用

費，委託料，備品購入費） 等

注 機関の名称は，「鹿児島県立」を省略して記載

３ 監査の主眼

監査に当たっては，財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼

として実施した。

第２ 監査の結果

財務に関する事務の執行について，指摘事項及び文書注意事項に該当するものはなく，

おおむね適正に行われていると認められた。

指 摘 事 項 （法令，規則等に違反するもの又は著しく妥当性を欠く事実があると認め

られるもの）

該当なし

文書注意事項 （指摘事項に至らない事項で，更に的確な事務の執行等を促す必要がある

と認められるもの）

該当なし

監査委員公表第10号

令和２年３月26日付け監査第146号の随時監査の結果に基づき，令和２年６月30日付け財第

29号で鹿児島県知事から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第199条第14項の規定により，次のとおり公表する。

令和２年８月11日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

監 査 委 員 公 表
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同 成尾信春

指摘事項

機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

健康増進課 平成27年度から平成29 １ 事後処理等

年度に原爆被爆者に支給 所管省への協議を経て，令和２年３月25日

された健康管理手当につ に国庫への返還を完了した。

いて，法令等で規定され ２ 再発防止の対策

ている事務・決裁手続を 法令等で規定されている事務処理が適切に

経ずに支給したことによ 行われるよう「原爆被爆者援護事務処理マニ

り国庫返還が発生してい ュアル（平成31年３月）」を作成し，手続き

る。（国庫返還額16,753 と各職位別の職責について各々が確実に認識

千円） できるよう改めた上で，組織としての相互チ

ェック体制の強化を図った。

監査委員公表第11号

令和２年３月26日付け監査第118号の監査結果に基づき，令和２年７月１日付け財第32号で

鹿児島県知事から措置を講じた旨の通知があったので，地方自治法（昭和22年法律第67号）第

199条第14項の規定により次のとおり公表する。

令和２年８月11日

鹿児島県監査委員 長野信弘

同 大薗 豊

同 寺田洋一

同 成尾信春

文書注意事項

所管部 団 体 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

くらし 社会福祉法人 軽費老人ホームの設備 １ 県の指導，監督の強化

保健福 恵里会 及び運営に関する基準  鹿児島地域振興局が，令和２

祉部 （厚生労働省令第107号） 年２月４日に施設において実地

どおりに事務処理を行っ 指導監査を実施し，指摘事項に

ていない。 ついて，改善されていることを

 利用者自立支援計画 確認した。

書の未更新（１件）及  令和２年４月23日に高齢者生

びケース記録の未作成 き生き推進課から当該団体に対

（30件）がある。 し，以下の内容を指導した。

 重要事項の記載事項 利用者自立支援計画書につい

（職員の勤務体制）が ては，入所者の状況に応じて適

漏れている。 切な時期に更新を行うとともに，

（鹿児島県軽費老人ホ 複数の職員で計画の更新時期を

ーム事務費補助金） 確認する体制を構築すること。

ケース記録については，担当

職員が事実を正確に記録すると

ともに，施設が定める決裁規程

に基づいて適切に決裁をとる等，

管理者をはじめ複数の職員でケ

ース記録の有無を確認する体制

を構築すること。

重要事項説明書については，

記入漏れがないよう管理者をは
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じめ複数の職員で確認すること。

２ 当該団体の講じた改善措置

 利用者自立支援計画書につい

ては，これまで要支援・要介護

の認定を受けている入所者は介

護認定更新時に，自立している

入所者は１年毎に見直しを行っ

てきたが，職員の確認不足によ

り未更新となっているものがあ

った。

今回指摘を受けた未更新の利

用者自立支援計画書（１件）に

ついては，令和元年９月24日に

計画の更新を行った。

今後，更新漏れがないよう，

毎月１日に複数の職員で更新が

必要な計画書の有無を確認する

体制とした。

 ケース記録未作成分（30件）

については，令和元年９月以降

ケース記録の作成を行った。今

後は，担当職員が事実を正確に

記録するとともに，施設長及び

生活相談員がケース記録を確認

することとした。

また，令和元年９月24日の職

員会議において，施設長及び生

活相談員から全職員に対し，ケ

ース記録作成の必要性及び記載

方法について説明した。さらに，

毎週月曜日に複数の職員と管理

者で入所者全員のケース記録の

記載の状況について確認するこ

ととした。

 重要事項説明書については，

職員の勤務体制を記入した。今

後，記入漏れがないよう，複数

の職員で確認する体制を構築し

た。

土木部 鹿児島県住宅 経営健全化計画に取り １ 県の指導，監督の強化

供給公社 組んでおり，当期純利益 鹿児島県住宅供給公社の分譲促

が黒字となったが，依然 進等を支援し，経営の健全化を図

として債務超過額が多額 るため，引き続き指導を徹底して

となっている。（債務超 いく。

過額28億922万１千円） ２ 当該団体の講じた改善措置

（鹿児島県住宅供給公 住宅メーカーと協働した住宅完

社出資金） 成見学会の開催をはじめ，各種キ

（鹿児島県住宅供給公 ャンペーンの実施等による積極的

社経営健全化資金貸 な宅地の販売や，フリーレント制

付金） 度等を活用した賃貸施設等の入居
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（鹿児島県住宅供給公 促進に取り組むとともに，人件費

社に対する金融機関 等の固定経費の削減を行うことと

融資損失補償） している。

今後とも，分譲資産の早期売却

や賃貸施設等の空室解消を図るな

どの収支改善及び有利子負債の早

期解消に向けた取組を進め，一層

の経営改善に努めることとした。

鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年８月11日

鹿児島県公安委員会委員長 増田吉彦

鹿児島県公安委員会規則第８号

鹿児島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

鹿児島県道路交通法施行細則（昭和53年鹿児島県公安委員会規則第16号）の一部を次のよう

に改正する。

第10条第１号ア中「幼児（６歳未満の者をいう。以下同じ。）」を「小学校就学の始期に

達するまでの者」に改め，同号ア及び中「，幼児」を「，小学校就学の始期に達するまで

の者」に改め，同号ア中「幼児」を「小学校就学の始期に達するまでの者」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

鹿児島県公安委員会告示第85号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

令和２年８月11日

鹿児島県公安委員会委員長 増田吉彦

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 Ｐぱちんこ劇場版魔法少女まどか 株式会社オッケー． 0P0570

☆マギカＡ５

公 安 委 員 会 規 則

公 安 委 員 会 告 示


